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                                                                  平成21年11月27日 

    各    位 

 

会社名 ユニパルス株式会社 

代表者名 代表取締役会長兼社長   吉本 喬美 

（コード番号 ６８４２    東証第二部） 

問合せ先  常務取締役経営統括本部長 和田 倫幸 

ＴＥＬ 03－5148－3000 

 

 

（訂正）「新株予約権方式によるストック・オプションの付与に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

平成21年11月13日に発表いたしました「新株予約権方式によるストック・オプションの付与に関するお知らせ」の内

容に一部訂正がありましたので、お知らせいたします。 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

【訂正前】 

当社は、平成21年11月13日開催の取締役会議において下記のとおり、会社法第236条、同第238条及び第239条の

規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員が業績に対する意欲や士気を一層高める事により、

企業価値の向上を図るため、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対しストック・オプションとして発

行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて平成21年 12 月 18 日開催予定の当社第41

期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

【訂正後】 

当社は、平成21年11月13日開催の取締役会議において下記のとおり、会社法第236条、同第238条及び第239条の

規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員が業績に対する意欲や士気を一層高める事により、企業価値

の向上を図るため、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しストック・オプションとして発行する新株予約権

の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて平成21年12月18日開催予定の当社第41期定時株主総会に

付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１． 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者を募集をすることを必要とする理由 

【訂正前】 

当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに優秀な人材を確

保することを目的として、以下の要領で当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対しストック・オプショ

ンとして新株予約権を無償で発行するものであります。 

【訂正後】 

当社並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに優秀な人材を確保する

ことを目的として、以下の要領で当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しストック・オプションとして新株予

約権を無償で発行するものであります。 
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２． 新株予約権発行の要領 

（1） 新株予約権の割当を受ける者 

【訂正前】 

当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員 

【訂正後】 

当社並びに当社子会社の取締役及び従業員 

 

（7） 新株予約権の行使の条件 

【訂正前】 

① 新株予約権の割当を受けた当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、権利行使時において、当社並

びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかでもなくなった場合、権利行使ができない。ただし、任期

満了による退任、定年退職及び取締役会が認めた場合にはこの限りでない。 

【訂正後】 

② 新株予約権の割当を受けた当社並びに当社子会社の取締役及び従業員は、権利行使時において、当社並びに当社

子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかでもなくなった場合、権利行使ができない。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職及び取締役会が認めた場合にはこの限りでない。 

 

（8） 新株予約権の取得に関する事項 

【訂正前】 

① 当社が消滅会社となる合併形契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並び

に株式移転の議案につき、株主総会で承認された場合は、残存会社または当社の完全親会社が新株予約権に係る義

務を継承するときを除き、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

新株予約権の割当を受けた者が権利行使をする前に、前記（7）①に規定する事由により新株予約権を行使できなか

った場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権

について無償で取得することができる。 

【訂正後】 

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに

株式移転の議案につき、株主総会で承認された場合は、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に係る義務

を継承するときを除き、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

新株予約権の割当を受けた者が権利行使をする前に、前記（7）①に規定する事由により新株予約権を行使できなか

った場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権

について無償で取得することができる。 

 

 

以上 

 


